令和７年度 子ども・子育て支援等推進調査研究事業
「インクルージョン推進におけるアウトリーチ支援の実態把握及び質に関する調査研究」
インクルージョン推進に向けた体制整備や支援に関するアンケート調査
児童発達支援センター・中核機能強化事業所※向け　調査票サンプル
※中核機能強化事業所加算を算定する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所

	【回答にあたって】
· 本調査票は、サンプルです。回答にあたっては、Web上であてはまる番号をご回答ください。
【回答用URL】　https://questant.jp/q/chukaku
· 本調査の対象は、児童発達支援センターもしくは中核機能強化事業所※　です。
※「中核機能強化事業所」とは、中核機能強化事業所加算を算定する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所のことです。
· 調査の入力画面では、回答の一時保存ができません。本調査票サンプルをご確認の上、ご回答いただくことを推奨しております。

＜入力制限等について＞
· SAは単数回答（１つだけ選択）、MAは複数回答（あてはまるもの全てを選択）、FAは自由回答、
NAは数値入力のことです。
· 「その他」等の選択肢の後にある（ ）は自由回答欄です。
· 数値を入力する際、該当する人等がいない・ない場合は「０（ゼロ）」をご回答ください。わからない場合や把握していない場合は空欄にしてください。
· 「【同時選択不可】」は、MA（複数回答）の設問で、他の選択肢と同時にお選びいただくことができない選択肢に記載しています。
· 「【問●で○を選択した場合】」等の記載がある箇所については、Web上で回答内容に応じて、設問の表示設定・入力制御を行っております。Web上で設問が表示されない場合は、分岐の設問を正しく選択しているかご確認ください。


０．はじめに
※貴法人で複数の事業所を運営している場合は、自治体から指定を受けている事業所ごとにご回答ください（1回答につき1か所の事業所についてご回答ください）。
※特に断りがない場合、令和7年9月30日時点の状況についてご回答ください。

	設問
	形式
	選択肢

	問1. 児童発達支援センターや児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所の活動状況　【必須回答】
	SA
	1. 活動中
2. 休止中⇒終了
3. 廃止（今年度中に廃止予定を含む）⇒終了

	問2. 事業所の種類　【必須回答】

※児童発達支援センターは加算の算定状況によらず「1．」を選択
※中核機能強化事業所加算の算定対象として位置付けられている場合は「2．」を選択
	SA
	1. 児童発達支援センター
2. 中核機能強化事業所（1．を除く）
3. いずれでもない　⇒終了（中核機能強化事業所加算を算定していない事業所のうち、保育所等訪問支援を実施している場合は保育所等訪問支援事業所調査、その他の事業所は、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所調査を回答してください）



１．基本情報
	設問
	形式
	選択肢

	問3. 貴センター・事業所がある自治体※において、貴センター・事業所以外の児童発達支援センターや中核機能強化事業所の有無

※貴センター・事業所がある自治体と周辺自治体が連携して広域で設置しているセンター・中核機能強化事業所がある場合は「2.」又は「4.」を選択
	MA
	1. 児童発達支援センターがある（貴センター・事業所がある自治体内）
2. 広域設置された児童発達支援センターがある（1．を除く）
3. 中核機能強化事業所がある（貴センター・事業所がある自治体内）
4. 広域設置された中核機能強化事業所がある（3.を除く）
5. いずれもない【同時選択不可】
6. わからない【同時選択不可】

	問4. 貴センター・事業所の設置主体
	SA
	1. 自治体
2. 社会福祉法人
3. 医療法人
4. 特定非営利活動法人
5. 一般社団法人・公益社団法人
6. 一般財団法人・公益財団法人
7. 営利法人（株式会社、合同会社等）
8. その他

	問5. 貴センター・事業所の運営主体
	SA
	1. 自治体
2. 社会福祉法人
3. 医療法人
4. 特定非営利活動法人
5. 一般社団法人・公益社団法人
6. 一般財団法人・公益財団法人
7. 営利法人（株式会社、合同会社等）
8. その他

	【問2で「1．児童発達支援センター」を選択した場合】
問6. 以前のセンターの運営形態
	SA
	1. 福祉型（特に指定なし）
2. 福祉型（主に難聴児）
3. 福祉型（主に重症心身障害児）
4. 医療型
5. 令和6年度以降に開設

	問7. 貴センター・事業所で実施しているサービス　【必須回答】
	MA
	【障害児支援に係る給付】
1. 児童発達支援
2. 居宅訪問型児童発達支援
3. 放課後等デイサービス
4. 保育所等訪問支援
5. 障害児入所施設（福祉型・医療型）
【障害福祉サービス内の相談支援に係る給付】
6. 計画相談支援
7. 障害児相談支援
8. その他、障害者向け相談支援
【その他、障害児者向けサービス】
9. 短期入所
10. 障害児向けの日中一時支援
11. 障害児者向けの移動支援
12. その他、障害者向けサービス
【その他】
13. 保育所・幼稚園・認定こども園
14. その他、児童福祉施設
15. その他、こども・子育て支援サービス
16. 病院・診療所
17. 訪問看護ステーション
18. 特にない【同時選択不可】

	【問２で「2．中核機能強化事業所」を選択した場合】
問8. 児童発達支援又は放課後等デイサービスについて、重心型の指定を受けているか
	SA
	1. 受けている
2. 受けていない

	問9. -問10. 利用定員数
	SA
	問９.児童発達支援センターの場合
1. 30人以下
2. 31～40人以下
3. 41～50人以下
4. 51～60人以下
5. 61～70人以下
6. 71～80人以下
7. 81人以上
問10中核機能強化事業所の場合
1. 10人以下
2. 11～20人以下
3. 21人以上

	問11. 貴センター・事業所の全職員数（実人数、直接支援に関わらない職員を含む）
	SA
	1. 10人以下
2. 11～20人以下
3. 21～30人以下
4. 31～40人以下
5. 41人以上

	問12. ⁻問13.　貴センター・事業所の職種別職員数（実人数）

※複数の資格を持つ場合は、指定権者に届け出ている資格で回答
※訪問支援を行う職員：保育所等訪問支援や、施設等への訪問支援等、訪問する事業や立て付けは問わない
※管理者・児童発達支援管理責任者とその他の職種を兼ねる場合は、管理者・児童発達支援管理責任者の中で回答
	NA
		職種
	実人数
	うち訪問支援を行う職員（実人数）

	
	↓問12↓
	↓問13↓

	管理者・児童発達支援管理責任者
	人
	人

	保育士
	人
	人

	児童指導員
	人
	人

	看護職員
	人
	人

	理学療法士
	人
	人

	作業療法士
	人
	人

	言語聴覚士
	人
	人

	心理担当職員
	人
	人

	その他
	人
	人







以降の大項目２．～４．では、保育所等訪問支援事業の実施状況についてお伺いします。
保育所等訪問支援事業所を実施していない場合（問７で「4．保育所等訪問支援」を選択しなかった場合）、Web画面上では、大項目「５．中核強化加算及び中核機能強化事業所加算を算定しているセンター・事業所としての取組状況」まで質問がスキップされます。


２．保育所等訪問支援：訪問支援員の体制や支援実績 
本節では、保育所等訪問支援事業を行っているセンター・事業所（問7で「4.保育所等訪問支援」を選択した場合）にお尋ねします。
（１）保育所等訪問支援における職員体制等（令和7年9月30日現在）
	設問
	形式
	選択肢

	問14. -問21訪問支援員の人数

※複数の資格を持つ場合は、指定権者に届け出ている資格で回答
※該当する人がいない場合は「０（ゼロ）」を回答
※常勤はフルタイム勤務、非常勤はパートタイム勤務を想定
※管理者と訪問支援員、児童発達支援管理責任者と訪問支援員を兼ねる職員は、「訪問支援員」として該当する職種に含めて回答
	NA
		
	専従
	兼務

	
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤

	児童指導員
	問14-1

	問14-2

	問14-3

	問14-4


	保育士
	問15-1

	問15-2

	問15-3

	問15-4


	理学療法士
	問16-1

	問16-2

	問16-3

	問16-4


	作業療法士
	問17-1

	問17-2

	問17-3

	問17-4


	言語聴覚士
	問18-1

	問18-2

	問18-3

	問18-4


	心理担当職員
	問19-1

	問19-2

	問19-3

	問19-4


	看護職員
	問20-1

	問20-2

	問20-3

	問20-4


	その他（　　　　　　）
	問21-1

	問21-2

	問21-3

	問21-4





	問22. 訪問時の基本的な体制
	SA
	1. 1名を基本としている
2. 複数名を基本としている　⇒おおむね（　　　）名

	問23. 保育所等訪問支援の実施にあたり、重点的に支援する対象や施設種別等はあるか
	MA
	1. 重点的に支援する年齢層がある
2. 重点的に支援する障害特性がある
3. 重点的に支援する施設種別がある
4. 重点的に支援するタイミング（例：移行初期、進級時等）がある
5. 重点的に支援する期間（例：開始後○か月以内等）を設けている
6. 特に上記のような設定はない【同時選択不可】


（２）保育所等訪問支援事業における支援実績（令和７年4月1日~9月30日時点）
	設問
	形式
	選択肢

	問24. 保育所等訪問支援事業として、令和７年４月1日～９月30日までに1件以上訪問を行ったか

※保育所等訪問支援事業として一度も訪問したことがない場合は「3．」を回答
	SA
	1. 行った　⇒問26へ
2. 行わなかった（3.を除く）　⇒P.11「3．支援内容や行っている工夫、得られた変化等」へ
3. 一度も訪問したことがない　⇒問25へ

	【問24で「3.」を選択した場合】
問25. これまで一度も訪問したことがない理由　【必須回答】

※「5．その他」を選択する場合、自由記述欄に1文字以上入力してください。回答したくない場合は「ｘ（エックス）」を入力してください。
	MA
	1. 体制確保が難しいため
2. 利用希望がないため
3. 今年度、指定を受けたばかり（事業を開始したばかり）のため
4. 他のアウトリーチ型の支援でニーズをカバーできるため
5. その他（　　　　　　　　　　　　　）
6. わからない【同時選択不可】
⇒P.18「5.中核機能強化加算及び中核機能強化事業所加算を算定しているセンター・事業所としての取組状況」へ



保育所等訪問支援事業として、令和7年４月1日～9月30日までに1件以上訪問を行った事業所にお尋ねします。

	設問
	形式
	選択肢

	問26. 令和７年４月1日～9月30日の期間において、保育所等訪問支援事業での①延べ訪問件数、②訪問した実日数※

※1日あたりの訪問件数を問わず、1回でも訪問した日数（1日に2件以上訪問した場合も「1日」とカウント）
	NA
	令和７年４月1日～9月30日の期間について
①延べ訪問件数：（　　　　　　　　　　　）件
②訪問した実日数　：（　　　　　　　　　　　）日

	問27. 令和７年４月1日～9月30日の期間において、保育所等訪問支援の算定件数（利用者数）が最も多かった1日の訪問先施設数と利用者数
	NA
	令和７年４月1日～9月30日の期間で、最も保育所等訪問支援の算定件数が多かった１日について
①訪問先施設数：（　　　　　　　　　　　　）件
②利用者数：（　　　　　　　　　）人

	問28. 令和７年４月１日～９月30日の期間において、保育所等訪問支援事業として訪問した施設の種類

※当該期間中に1回以上支援を行った施設を選択
	MA
	1. 小学校
2. 中学校
3. 高等学校
4. 特別支援学校
5. 保育所
6. 幼稚園
7. 認定こども園
8. 放課後児童クラブ（学童）
9. 乳児院
10. 児童養護施設
11. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	問29. ⁻問30.　保育所等訪問支援事業として訪問した、訪問先施設種別の訪問先施設数（令和７年４月１日～９月30日実績）

※当該期間中に1回以上支援を行った施設の実数（訪問回数は問わない）を記入
※①～⑨は訪問先の学校・学級で記入。例えば、通級による指導を受けている児童であっても、通常の学級を訪問して支援した場合は、「通常の学級」として整理する。
	NA
	※①～⑨は問29、⑩～⑯は問30でお尋ねします
※問28で回答した選択肢に応じて表示
	訪問先施設の種類
	訪問箇所数（実数）

	1 小学校（通常の学級）
	（　　　　　　）か所

	2 小学校（通級による指導）
	（　　　　　　）か所

	3 小学校（特別支援学級）
	（　　　　　　）か所

	4 中学校（通常の学級）
	（　　　　　　）か所

	5 中学校（通級による指導）
	（　　　　　　）か所

	6 中学校（特別支援学級）
	（　　　　　　）か所

	7 高等学校（通常の学級）
	（　　　　　　）か所

	8 高等学校（通級による指導）
	（　　　　　　）か所

	9 特別支援学校
	（　　　　　　）か所

	10 保育所
	（　　　　　　）か所

	11 幼稚園
	（　　　　　　）か所

	12 認定こども園
	（　　　　　　）か所

	13 放課後児童クラブ
	（　　　　　　）か所

	14 乳児院
	（　　　　　　）か所

	15 児童養護施設
	（　　　　　　）か所

	16 その他
	（　　　　　　）か所


　

	問31. ⁻問32. 保育所等訪問支援事業として訪問した、訪問先施設種別の支援対象児童数（保育所等訪問支援事業利用者数、令和７年４月１日～９月30日実績）

※当該期間中に1回以上支援を行った児童の実人数（訪問回数は問わない）を記入
	NA
	※①～⑨は問31、⑩～⑯は問32でお尋ねします
※問28で回答した選択肢に応じて表示
	訪問先施設の種類
	支援対象児童数
（実人数）

	1 小学校（通常の学級）
	（　　　　　　）人

	2 小学校（通級による指導）
	（　　　　　　）人

	3 小学校（特別支援学級）
	（　　　　　　）人

	4 中学校（通常の学級）
	（　　　　　　）人

	5 中学校（通級による指導）
	（　　　　　　）人

	6 中学校（特別支援学級）
	（　　　　　　）人

	7 高等学校（通常の学級）
	（　　　　　　）人

	8 高等学校（通級による指導）
	（　　　　　　）人

	9 特別支援学校
	（　　　　　　）人

	10 保育所
	（　　　　　　）人

	11 幼稚園
	（　　　　　　）人

	12 認定こども園
	（　　　　　　）人

	13 放課後児童クラブ
	（　　　　　　）人

	14 乳児院
	（　　　　　　）人

	15 児童養護施設
	（　　　　　　）人

	16 その他
	（　　　　　　）人


　

	問33. 令和７年４月１日～９月30日の期間において、保育所等訪問支援事業で支援を提供した児童の年齢（提供開始時の年齢）

※当時６歳で小学校１年生の方は「３」を選択
	MA
	1. 未就学児（０～２歳）
2. 未就学児（３～６歳）
3. 小学生（おおむね７～12歳）
4. 中学生（おおむね13～15歳）
5. 高校生（おおむね16～18歳）

	問34. 令和７年４月１日～９月30日において、保育所等訪問支援事業で支援を提供した児童の主たる障害の種類
	MA
	1. 知的障害
2. 発達障害
3. 肢体不自由
4. 聴覚障害
5. 視覚障害
6. 重症心身障害
7. 医療的ケアが必要
8. その他（　　　　　　　　　　　　）
9. 不明

	問35. 令和７年４月１日～９月30日の期間において、保育所等訪問支援利用のきっかけ
	MA
	1. 貴事業所が行う他の事業の利用等で関わりのあった児童・保護者からの利用希望
2. 児童・保護者からの直接相談（1．を除く）
3. 訪問先施設からの相談を介してニーズを把握
4. 地域の関係機関（訪問先施設以外）からの相談を介してニーズを把握
5. 相談支援事業所を介してニーズを把握
6. 地域の障害児通所支援事業所からの相談を介してニーズを把握
7. 貴事業所が行う他の巡回相談を行う事業・支援を通じてニーズを把握
8. その他（　　　　　　　　　　　　）


（３）加算の算定状況や算定にかかる具体的な取組状況
ここでは、以下の加算の算定状況等についてお伺いします。
	· 訪問支援員特別加算：保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事５年以上（保育所等訪問支援等の業務従事の場合、３年以上）の職員を配置し当該職員が支援を行う場合。（Ⅰ）業務従事１０年以上（又は保育所等訪問支援等の業務従事５年以上）の職員の場合（Ⅱ）業務従事５年以上１０年未満（又は保育所等訪問支援等の業務従事３年以上）の職員の場合
· 多職種連携支援加算：訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合
· 強度行動障害児支援加算：強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児（児基準20点以上）に対して、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修又は実践研修）を修了した職員が支援を行った場合（支援計画を作成し当該計画に基づき支援）
· ケアニーズ対応加算：訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合
· 特別地域加算：こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者等に対してサービスの提供が行われた場合に算定ができる加算。なお、利用者の居住地以外にも、保育所等訪問支援では利用児の通う保育所等が該当地域に所在する場合であって、該当地域を訪問し、対面でサービスを提供した場合に算定可能


　
	設問
	形式
	選択肢

	問36. 保育所等訪問支援事業について、貴事業所での加算の算定状況（令和7年4～9月末までの実績）

	MA
	1. 訪問支援員特別加算（Ⅰ）
2. 訪問支援員特別加算（Ⅱ）
3. 多職種連携支援加算
4. 強度行動障害児支援加算
5. ケアニーズ対応加算
6. 特別地域加算
7. 上記加算の算定はない【同時選択不可】

	【問36で「3.」を選択した場合】
問37. -問38. 多職種連携支援加算について、対応した職種の組み合わせ

※最も算定回数が多かったケースの組み合わせを回答。なお、最も多い算定回数がない場合は直近で算定したケースの組み合わせを回答
	SA
MA
	問37【訪問支援員特別加算を算定できる訪問支援員1名の職種（1つだけ選択）】
1. 保育士・児童指導員
2. 理学療法士
3. 作業療法士
4. 言語聴覚士
5. 看護職員
6. 児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員
7. 心理担当職員
問38その他訪問した支援員の主たる職種（いくつでも選択可）】
1. 保育士・児童指導員
2. 理学療法士
3. 作業療法士
4. 言語聴覚士
5. 看護職員
6. 児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員
7. 心理担当職員

	【問36で「3.」を選択した場合】
問39. 問37-38で選択した職種の組み合わせで支援した児童の主たる障害の内容

	MA
	1. 知的障害
2. 発達障害
3. 肢体不自由
4. 聴覚障害
5. 視覚障害
6. 重症心身障害
7. 医療的ケアが必要
8. その他（　　　　　　　　　　　　）

	【問36で「5.」を選択した場合】
問40. ケアニーズ対応加算について、算定対象となった児童
	MA
	1. 重症心身障害児
2. 身体に重度の障害がある児童（身体障害者手帳1級・2級の交付がある）
3. 重度の知的障害がある児童（最重度又は重度の区分で療育手帳の交付がある）
4. 精神に重度の障害がある児童（精神障害者保健福祉手帳1級の交付がある）
5. 医療的ケア児

	【問36で「5.」を選択した場合】
問41. ケアニーズ対応加算の算定児童に対して行った支援内容
	MA
	1. 行動観察
2. 環境把握
3. 児童本人への支援（集団の中での対応）
4. 児童本人への支援（集団外での個別対応）
5. 訪問先職員への支援（児童への理解促進やかかわり方の伝達）
6. 訪問先職員への支援（環境の設定・整備に関する助言）
7. 訪問先職員への支援（その他）
8. カンファレンス
9. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





３．保育所等訪問支援：支援内容や行っている工夫、得られた効果
本節では、保育所等訪問支援事業を行っているセンター・事業所（問7で「4.保育所等訪問支援」を選択した場合）にお尋ねします。
ここからは、普段行っている支援内容や工夫等についてご回答ください（特段の期間の指定はございません）。
（１）支援方針の検討時に行っていること
	設問
	形式
	選択肢

	問42. 支援方針を検討する前（サービス提供前）段階で、訪問先施設に確認している内容
	MA
	【訪問先施設職員からの情報】
1. 訪問先施設の支援方針・理念
2. 支援対象児童の特性への理解状況
3. 支援対象児童についての困りごと・課題感
4. 現在の支援方法
5. クラスや集団に関する課題
6. 保護者に対する考え・思い
7. 訪問支援利用に至る経過
【訪問先施設の環境に関する情報】
8. 訪問先施設の物理的環境
9. 訪問先施設の人的環境
10. 地域との交流の状況
11. その他（　　　　　　　　　　　　）

	問43. 支援方針を検討する前（サービス提供前）段階で、訪問先施設の意向やニーズ、課題意識等の確認方法

※個別支援会議を開催する前の支援計画の原案を作成するためのアセスメントを想定してご回答ください
	MA
	1. 訪問先施設への訪問
2. 訪問先施設への聴き取り
3. 訪問先施設での支援方針等に関する書面の収集（例：個別の指導計画、教育支援計画、個別支援計画等）
4. 訪問先施設での支援記録の収集
5. 障害児相談支援事業所等からの情報
6. その他（　　　　　　　　　　　　）

	問44. 個別支援会議の開催にあたって、工夫していること
	MA
	1. 支援対象児童本人の参加
2. 支援対象児童の家族の参加
3. 支援対象児童が関係する支援機関の参加
4. 開催時間の工夫
5. 開催場所の工夫
6. オンライン開催が可能な体制の整備
7. 開催時の進行・意見聴収上の工夫（例：発言時のルールを決める、進行原稿を決めておく等）
8. 欠席者への事前・事後の意見収集
9. その他（　　　　　　　　　　　　　）
10. 特にない【同時選択不可】

	問45. 保育所等訪問支援計画の作成に向けて、支援対象児童・家族、訪問先施設以外の関係機関からの情報収集の状況
	SA
	1. 基本的に毎ケースで情報収集を行う
2. 必要に応じて情報収集を行う
3. あまり行わない
4. その他（　　　　　　　　　　　　）

	【問45で「1.」又は「2.」を選択した場合】
問46. 情報収集を行う関係機関

※「児童発達支援センター等」とは、児童発達支援センターおよび中核機能強化事業所加算を算定する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所とする（以下同様）
	MA
	1. 訪問先施設以外の保育所・幼稚園・認定こども園
2. 訪問先施設以外の学校
3. 訪問先施設以外の特別支援学校
4. 指定障害児相談支援事業所・指定特定相談支援事業所
5. 自事業所以外の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所
6. 児童発達支援センター等※
7. 発達障害者支援センター
8. 医療機関・訪問看護ステーション
9. 保健センター・保健所
10. 教育委員会
11. 上記以外の市区町村役所
12. その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	【問45で「1.」又は「2.」を選択した場合】
問47. 情報収集する内容
	MA
	1. 支援対象児童の特性、発達の状況
2. 支援対象児童の生活の状況
3. 支援対象児童の家族の状況
4. 支援対象児童への支援に関する計画・支援方針
5. 関係機関での生活の様子
6. 支援対象児童の困りごと・課題感
7. 保護者に対する考え・思い
8. 地域との交流の状況
9. その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	問48. 支援対象児童の意向・意見を聴くために工夫していることがあればご回答ください。（特にない場合は空欄で結構です）
	FA
	




（２）保育所等訪問支援のサービス提供中に行っていること
	設問
	形式
	選択肢

	問49. 訪問中の主な支援内容
【項目】
1 行動観察
2 環境把握
3 支援対象児童本人への支援（集団の中での対応）
4 支援対象児童本人への支援（集団外での個別の対応）
5 訪問先職員への支援（児童への理解促進や関わり方の伝達）
6 訪問先職員への支援（環境の設定・整備に関する助言）
7 訪問先職員への支援（その他）
8 カンファレンス（訪問先施設への報告等）
9 保護者への報告
10 訪問支援の記録作成
	SA
	【選択肢】　※各項目について1つを選択
1. ほぼ毎回実施
2. 必要に応じて実施
3. あまり実施しない
	選択肢⇒
	ほぼ毎回実施
	必要に応じて実施
	あまり実施しない

	項目①
	１
	２
	３

	項目②
	１
	２
	３

	項目③
	１
	２
	３

	項目④
	１
	２
	３

	項目⑤
	１
	２
	３

	項目⑥
	１
	２
	３

	項目⑦
	１
	２
	３

	項目⑧
	１
	２
	３

	項目⑨
	１
	２
	３

	項目⑩
	１
	２
	３


　

	問50. 支援対象児童や家族への対応において、特に効果的な工夫があればご回答ください。
	FA
	支援対象児童：

支援対象児童の家族：





（３）その他工夫していること等
	設問
	形式
	選択肢

	問51. 訪問先施設への対応において工夫していること
	MA
	1. 訪問先施設の理念や支援方針を理解する
2. 訪問先施設の環境を理解する
3. 訪問先施設にインクルージョンの意義について理解してもらう
4. 訪問先施設の支援ニーズをアセスメント・言語化する
5. 専門的な視点から、支援対象児童本人及び集団の現在の状況や課題を説明する
6. 訪問先の状況に応じて、訪問日時や回数について柔軟に対応する
7. 訪問先の状況に応じて、カンファレンス等の実施方法（オンライン／対面）について柔軟に対応する
8. 訪問先の状況に応じて、助言の内容や支援方法について柔軟に対応する
9. 相手にあわせてわかりやすい言葉で説明する
10. できる限り、訪問先施設以外の支援機関と情報共有しながら、支援を行う
11. その他（　　　　　　　　　　　　　　）
12. 特に意識していることはない【同時選択不可】

	【問51で「12.」以外を選択した場合】
問52. 回答した内容に関して、特に効果的な工夫について、具体的な内容や対応におけるポイントを回答ください
	FA
	


	問53. 支援によって得られた変化
	MA
	1. 支援対象児童の心身状態が安定した
2. 支援対象児童に変化が見られた（1．を除く）（例：参加できる活動が増えた、他の児童と一緒に活動できるようになった等）
3. 支援対象以外の児童に変化が見られた（例：支援対象の児童への理解が深まった、一緒に過ごす場面が増えた等）
4. 訪問先職員に変化が見られた（例：自主的なスキル向上等の機運が高まった、前向きに支援にあたれるようになった等）
5. 訪問先職員の対応力が向上した
6. 移行支援後の支援の継続性が保たれた（例：就学・進級時の支援、事業所の移行等）
7. 支援対象児童の保護者の安心につながった
8. 支援対象児童の保護者の施設に対する信頼が生まれた・高まった
9. その他（　　　　　　　　　　　　）
10. 特にない【同時選択不可】
11. わからない【同時選択不可】

	【問53で「10.」「11.」以外を選択した場合】
問54. 問53について、特に支援による変化が大きかった事例の具体的な内容（例：障害の内容、当時の困りごと（本人／家族／訪問先施設）、支援による効果・成果、支援におけるポイント等をご回答ください）
	FA
	


	問55. 保育所等訪問支援の人材育成のために行っていること
	MA
	1. 法人や事業所内の職員向け研修を実施
2. 外部研修への参加促進
3. 法人や事業所内でのカンファレンス・ケース検討の開催
4. 法人や事業所内で経験のある職員による指導・助言
5. 自治体等外部資源による指導・助言の機会を活用（2．を除く）
6. 保育所等訪問支援ガイドラインの活用
7. その他（　　　　　　　　　　　　　　）
8. 特にない【同時選択不可】

	問56. 保育所等訪問支援事業への理解促進や啓発のために地域や関係機関に対して取り組んでいること（保育所等訪問支援事業としての実施内容は除く）
	MA
	1. 保育所等訪問支援事業に関するリーフレットやチラシ等の説明資料を作成
2. 訪問対象となりうる施設が集まる場への参加（例：学校長会や連絡協議会、研修会等）
3. 自治会や地域の活動団体・組織が集まる場への参加（例：自治会や協議の場への参加、地域活動への参加等）
4. 自施設の見学会・説明会の開催
5. 国が発出した事務連絡等の活用
⇒事務連絡等の具体名（　　　　　　　　　　　　　）
6. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
7. 特にない【同時選択不可】





４．保育所等訪問支援ガイドライン等について
本節では、保育所等訪問支援事業を行っているセンター・事業所（問7で「4.保育所等訪問支援」を選択した場合）にお尋ねします。
	設問
	形式
	選択肢

	問57. 保育所等訪問支援事業の立ち上げから現在までに、国（補助事業を含む）や自治体が公表している手引書・ガイドラインを参考にしたことがありますか。
	SA
	1. 参考にしている／参考にしたことがある
2. 参考にしたことはない
3. わからない

	【問57で「1．」を選択した場合】
問58. 参考にしている／参考にしたことがある手引書やガイドライン
※作成元が国もしくは自治体のもの
	MA
	1. 保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書（平成29年3月, 一般社団法人全国児童発達支援協議会）
2. 保育所等訪問支援のガイドライン（令和6年7月，こども家庭庁）
3. 自治体が作成した手引書・ガイドライン
4. その他（　　　　　　　　　　　　）

	問59. 国は、令和6年4月1日に令和6年度障害福祉サービス等報酬改定を行い、また、令和6年7月には、保育所等訪問支援ガイドラインを新たに定めました。令和6年度以降、貴事業所で、ガイドライン等に基づきサービス提供体制や支援内容等の見直しを行いましたか。
	SA
	1. 見直した　⇒問60へ
2. 国の動きは把握しているが、特に見直していない
⇒問61へ
3. 国の動きを把握していないし、特に見直してもいない⇒問62へ
4. わからない　⇒問62へ

	【問59で「1．」を選択した場合】
問60. 支援や活動内容の見直し等の内容
	MA
	1. こども施策や障害児支援の基本理念を確認した
2. 訪問対象施設の指針や指導要領等の理解を深める取組を検討した（実施を含む）
3. こども本人に対する支援を見直した
4. 訪問先施設の職員に対する支援を見直した
5. 家族に対する支援を見直した
6. 職員体制を見直した
7. 訪問体制を見直した
8. 訪問頻度を見直した
9. 支援提供時間を見直した
10. 保育所等訪問支援計画を見直した
11. 関係機関との連携に向けた取組を検討した（実施を含む）
12. 自己評価や、訪問先施設・利用者等の評価の仕組みを整備した
13. 支援の質の向上や権利擁護に向けた取組を検討した（実施を含む）
14. その他（　　　　　　　　　　　　）

	【問59で「2．」を選択した場合】
問61. 国の動きは把握しているものの、特に見直しを行っていない理由
	MA
	1. すでに十分な取組を行っているため
2. 職員体制等の確保が難しいため
3. 改定やガイドラインを読み込む余裕がないため
4. 改定やガイドラインの内容理解が難しいため（どのように見直すと良いかがわからない）
5. その他（　　　　　　　　　　　　）
6. わからない【同時選択不可】

	問62. 保育所等訪問支援を実施する上での課題
	MA
	1. 訪問先施設の保育所等訪問支援事業への理解が不足している
2. 訪問先施設の独自の考えがあり、支援を受け入れてもらえない
3. 支援対象児童の見立てや支援方針等について、訪問先施設等との間でずれが生じる
4. 訪問先施設の職員が支援を十分に活かせない
5. 支援対象児童の見立てや支援方針等について、家族との間でずれが生じる
6. 保護者と訪問先施設等との間に立つことの負担が大きい
7. 保護者の意向が現実的ではない場合に調整に苦労する
8. 事前にアセスメントを行う時間が取れない
9. 家族支援に充てられる時間が取れない
10. 訪問支援員のマンパワーが不足
11. 訪問支援を行う技量のある訪問支援員が不足
12. 契約前の調整に時間がかかる
13. 訪問日程の調整に時間がかかる
14. 訪問先への移動時間が負担である
15. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
16. 特に課題はない【同時選択不可】




５．中核機能強化加算及び中核機能強化事業所加算を算定しているセンター・事業所としての取組状況
	（参考）中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算の概要
【中核機能強化加算】※児童発達支援センターが算定できる加算
・ 中核機能強化加算（Ⅰ） 基本要件を満たした上で、以下のイロハ全てに適合 55 単位～155単位/日 
・ 中核機能強化加算（Ⅱ） 基本要件を満たした上で、以下のイ・ロに適合  44 単位～124単位/日 
・ 中核機能強化加算（Ⅲ） 基本要件を満たした上で、イ又はロのいずれかに適合 22 単位～62単位/日 

イ 主として包括的な支援の推進と地域支援を行う者として、常勤専任で１以上加配 
（ハの資格者等で、資格取得後、障害児通所支援等業務に５年以上従事した者に限る） 
ロ 主として専門的な発達支援及び相談支援を行う上で中心となる者として、常勤専任で１以上加配（同上） 
ハ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士（※１）、児童指導員（※１）の全ての職種を配置（※２）し、連携して支援を行っていること 
（※１）障害児通所支援又は入所支援の業務に３年以上従事した者に限る（経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らないものとする）。 
（※２）基準人員等でも可。２職種までは常勤・常勤換算ではない配置によることも可。

【参考】中核機能強化加算Ⅰ～Ⅲ共通の基本要件
① 所在する市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援センターとして位置付けられていること
② 市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保していること（市町村との定期的な情報共有、地域の協議会への参加等）
③ 幅広い発達段階及び多様な障害特性に応じた専門的な発達支援・家族支援の提供体制を確保していること
④ 地域の障害児通所支援事業所との連携体制を確保していること（定期的な情報共有、研修会の開催等）
⑤ インクルージョンの推進体制を確保していること（保育所等訪問支援の実施、地域の保育所等への助言援助等の実施等）
⑥ 入口としての相談機能を果たす体制を確保していること（障害児相談支援の実施、早期の相談支援の提供等）
⑦ 地域の障害児支援体制の状況、上記の体制確保に関する取組の実施状況を１年に１回以上公表していること
⑧ 自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね１年に１回以上受けていること
⑨ 従業者に対する年間の研修計画を作成し、当該計画に従い、１年に１回以上研修を実施していること
（出所）こども家庭庁「児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続きの流れ等について」

	【中核機能強化事業所加算】
・中核機能強化事業所加算　75単位～187単位/日
（主として重症心身障害児を通わせる事業所　125単位～374単位/日）
※市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合



（１）中核機能強化加算の算定状況や配置している職員の状況
①児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の算定状況や算定に至るプロセス
（問2で「1．児童発達支援センター」を選択した場合）
	設問
	形式
	選択肢

	問63. 貴センターにおける中核機能強化加算に関する指定の状況
	SA
	1. 中核機能強化加算（Ⅰ）
2. 中核機能強化加算（Ⅱ）
3. 中核機能強化加算（Ⅲ）
4. 指定されていない・わからない

	[bookmark: _Hlk211443702]【問63で「１」～「３」を選択した場合】
問64. 中核機能強化加算の算定プロセス

	MA
	1. 貴センターから届出を行う前に、市町村と協議の場があった
2. 自立支援協議会（こども部会含む）で協議が行われた
3. 市町村から、算定対象事業所であると指定された
4. 貴センターから届出を行った後、市町村との協議の場があった
5. 貴センターから届出を行った後、市町村が貴センターを訪問した上で判断された
6. 貴センターから届出を行った後、市町村による書類審査のみで判断された
7. その他（　　　　　　　　　　　　　）

	【問63で「2.」又は「3.」を選択した場合】
問65. 中核機能強化加算（Ⅰ）もしくは中核機能強化加算（Ⅱ）※を算定していない理由

※Ⅱについては現在中核機能強化加算（Ⅲ）を算定しているセンターが対象

	MA
	1. 障害児支援経験５年以上の専門人材を複数確保することが難しい
2. 多職種連携が可能な体制（全ての専門職の配置）の構築において、必要な職種の確保が難しい
3. 多職種連携が可能な体制（全ての専門職の配置）の構築に置いて、必要な職種は確保できているが、配置要件を満たすことが難しい
4. 地域の関係機関との連携が困難
5. その他（　　　　　　　　　　　）　
6. 特になし【同時選択不可】

	【問63で「4.」を選択した場合】
問66. 中核機能強化加算を算定していない（対象となっていない）理由
【必須回答】

	MA
	1. 基本要件で求められる取組等を実施できる体制がない
2. 障害児支援経験５年以上の専門人材の確保が難しい
3. 自センターとしては要件を満たすものと考えているが、市町村との協議が難航している
4. 市町村の方針により算定を控えている（例えば、事業（地域障害児支援体制強化事業等）の活用により、中核機能の整備を進めている）
5. 中核機能強化職員に求められている具体的な取組がわからない
6. その他（　　　　　　　　　　　　　）
7. 特に理由はない【同時選択不可】
8. わからない【同時選択不可】
⇒P.25「６．その他、地域のインクルージョン推進に資する取組の状況」へ



②中核機能強化事業所における中核機能強化事業所加算の算定状況や算定に至るプロセス
（問２で「２．中核機能強化事業所」を選択した場合）
	設問
	形式
	選択肢

	問67. 貴事業所が中核機能強化事業所として位置付けられた理由

※貴事業所として把握している理由をご回答ください


	MA
	1. 児童発達支援センターはあるが、センターだけでは支援体制の確保が不十分であるため
2. 児童発達支援センターがなく、地域の中で１又は複数の事業所で協同して体制整備を行うため
3. 難聴児・重症心身障害児等、特定の障害種別に対する専門性を有しているため
4. これまでに地域において中心的な役割を担っていたため
5. その他（　　　　　　　　　　　　）
6. わからない【同時選択不可】

	問68. 中核機能強化事業所加算の算定プロセス

	MA
	1. 事前に市町村と協議の場があった
2. 自立支援協議会（こども部会含む）で協議が行われた
3. 市町村から、算定対象事業所であると指定された
4. その他（　　　　　　　　　　　　）



[bookmark: _Hlk213771188]③加算算定にあたっての取組状況（要件の状況）
（中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を算定している場合）
	設問
	形式
	選択肢

	問69. 地域の障害児支援体制の状況及び取組等の公表状況

	SA
	1. 市町村と連携（他事業所との共同作成含む）して作成の上、市町村・事業所の両方が公表
2. 市町村と連携（他事業所との共同作成含む）して作成の上、市町村又は事業所のいずれかが公表
3. 事業所単独で作成の上、市町村・事業所の両方が公表
4. 事業所単独で作成の上、市町村又は事業所のいずれかが公表
5. その他（　　　　　　　　　　　　）
6. まだ公表していない

	問70. [bookmark: _Hlk213771170]外部評価の取組の実施状況

※中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算の基本要件の１つとして「自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね１年に１回以上受けていること」があります
	MA
	1. 第三者機関による外部評価を実施
2. 運営基準に基づく自己評価実施の際に第三者が参画
3. その他（　　　　　　　　　　　　）
4. まだ実施していない【同時選択不可】

	【中核機能強化加算を算定するセンターのみ】
問71. 研修計画に基づく貴センター内研修の実施状況

※平均的な回数をご回答ください

	SA
	１．年に１回程度実施
２．半年に１回程度実施
３．２～３か月に１回程度実施
４．１か月に１回程度実施
５．１か月に複数回程度実施
６．その他（　　　　　　　　　　　　）



④中核機能強化職員の配置状況
	設問
	形式
	選択肢

	問72. 中核機能強化職員の職種

※指定権者に届け出ている資格
※複数名いる場合は、該当する職種をすべて回答
	MA
	1. 児童指導員
2. 保育士
3. 理学療法士
4. 作業療法士
5. 言語聴覚士
6. 看護職員
7. 心理担当職員　

	問73. 中核機能強化職員について、障害児支援の年数

※経験年数は資格取得後から当該支援に従事した経験年数
※複数名いる場合は、主に中核機能強化職員としての役割を担っている方２名（最も長い方と短い方１名ずつ）についてご回答ください
	NA
	１人目：（　　　　　　　　）年
２人目：（　　　　　　　　）年

	【問63で「1. 中核機能強化加算（Ⅰ）」又は「２. 中核機能強化加算（Ⅱ）」を選択した児童発達支援センターの場合】
問74. 中核機能強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定に伴い、2以上配置している中核機能強化職員の業務遂行状況

※最も近いもの１つを選択
	SA
	1. （イ）と（ロ）、それぞれの役割を明確にして、各々が役割に応じた業務を遂行
2. （イ）と（ロ）、それぞれの役割は明確にしつつ、一部を一体的に実施して業務を遂行
3. （イ）と（ロ）を一体的に実施して業務を遂行

	【問63で「3．中核機能強化加算（Ⅲ）」を選択した児童発達支援センターの場合】
問75. 中核機能強化加算（Ⅲ）の算定に伴い、配置している中核機能強化職員の主な役割
	SA
	1. （イ）主として包括的な支援の推進と地域支援を行う
2. （ロ）主として専門的な発達支援及び相談支援を行う　



	※問74・75の回答に際し「イ」「ロ」の定義が分からない場合は以下をご確認ください。
【再掲】加算の算定要件
イ 主として包括的な支援の推進と地域支援を行う者として、常勤専任で１以上加配 
（ハの資格者等で、資格取得後、障害児通所支援等業務に５年以上従事した者に限る） 
ロ 主として専門的な発達支援及び相談支援を行う上で中心となる者として、常勤専任で１以上加配（同上） 
ハ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士、児童指導員の全ての職種を配置し、連携して支援を行っていること 



（２）中核機能強化職員による取組状況
①施設等へのアウトリーチ支援以外の取組状況
	設問
	形式
	選択肢

	問76. 中核機能強化職員による、市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保するための取組状況

	MA
	1. 地域における協議会（こどもの専門部会を含む）への参加
2. 中核機能強化（事業所）加算を算定するセンター・事業所間での情報共有・連携
3. 訪問対象となりうる施設が集まる場への参加（例：学校長会や連絡協議会等）
4. 自治会や地域の活動団体・組織が集まる場への参加（例：自治会や協議の場への参加、地域活動への参加等）
5. 自施設の見学会・説明会の開催
6. 協議会を除き、市町村との情報共有の実施
7. その他（　　　　　　　　　　　　）
8. 現在は実施できていないが、実施に向けて調整中【同時選択不可】

	【問76で「1．」を選択した場合】
問77. 参加している協議会等
	MA
	1. （自立支援）協議会
2. 地域の子ども・子育て会議
3. 要保護児童対策地域協議会
4. 障害児支援事業所の連絡会
5. その他（　　　　　　　　　　　　）

	【問76で「２.」を選択した場合】
問78. 連携方法
	MA
	1. 市町村が主体となり、定例の会議を開催
2. 貴センター・貴事業所が主体となり、定例の会議を開催
3. 必要に応じて会議を開催（1，2を除く）
4. メーリングリスト等で情報共有
5. 電話・メール等で都度連絡・連携（4．を除く）
6. その他

	問79. 中核機能強化職員による、地域の障害児通所事業所への支援状況
	SA
	1. 支援している・したことがある
2. 支援していない

	【問79で「1．」を選択した場合】
問80. 中核機能強化職員による、地域の障害児通所支援事業所に対する支援の内容
	MA
	1. 個別ケースへの対応に関する相談対応・助言
2. 事業所向けの研修の開催
3. 事業所向けの事例検討会の開催
4. 事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション等
5. 事業所間の情報共有等の場の開催
6. 貴センター・事業所の見学会の開催
7. その他（　　　　　　　　　　　　）



②施設等へのアウトリーチ支援の状況
	設問
	形式
	選択肢

	問81. 中核機能職員が地域支援を行う場合、主な訪問地域・エリアの考え方
※最も近い考え方を１つ選択
	SA
	1. 主に貴センター・貴事業所が所在する市町村の一部
2. 主に貴センター・貴事業所が所在する市町村全域
3. 主に貴センター・貴事業所が所在する圏域の一部
4. 主に貴センター・貴事業所が所在する圏域全域
5. 主に児童発達支援センターを利用する児童の在住地域
6. その他（　　　　　　　　　　　）
7. 相談に応じて対応を検討（特に明確に定めていない）

	問82. 中核機能強化職員による、地域の保育所や幼稚園、学校、放課後児童クラブ（学童）等（以下、「施設等」とする）でのインクルージョン推進のために取り組んでいること

	MA
	1. 貴センター・事業所を利用する障害のある児童の併行通園にかかる助言・支援
2. 貴センター・事業所を利用する障害のある児童について地域の保育所等への移行支援（1．を除く）
3. 施設等向けの研修の開催
4. 施設等向けの事例検討会の開催
5. 施設等への訪問支援
6. 貴センター・事業所の見学会の開催
7. その他（　　　　　　　　　　　　）
8. 現在は実施できていないが、実施に向けて調整中【同時選択不可】

	【問82で「8．」以外を選択した場合】
問83. 支援を行った施設の種類
	MA
	1. 保育所
2. 幼稚園
3. 認定こども園
4. 放課後児童クラブ
5. 小学校
6. 中学校
7. 高等学校
8. 特別支援学校
9. 乳児院
10. 児童養護施設
11. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	【問82で「1.」~「5.」のいずれかを選択した場合】
問84. 中核機能強化職員が訪問支援を行った具体的なケース（障害の内容や支援の内容、中核機能強化職員が対応した理由等）

※特に保育所等訪問支援やその他訪問支援に関する事業を利用せず、支援を行った理由を教えてください
	FA
	

	問85. 施設等へのアウトリーチ支援の他に、中核機能強化職員が行っている取組の内容

※特にない場合は空欄で結構です
	FA
	例：多職種連携・ケース対応への後方支援、相談窓口の対応等






６．その他、地域のインクルージョン推進に資する取組の状況
本節では、全てのセンター・事業所にお尋ねします。

	[bookmark: _Hlk207721112]【参考】本アンケートでお尋ねする事業について
■地域障害児支援体制強化事業（国補助金、実施主体：都道府県・市町村）
改正児童福祉法の施行（令和6年4月）を踏まえ、児童発達支援センターが中核的な役割を果たせるよう、機能の強化を行うとともに、地域全体で障害児に提供する支援の質を高め、障害児の支援体制の強化を図ること等を目的とした事業。令和5年4月1日より実施。
1 児童発達支援センターの機能強化等：地域における障害児の支援体制の強化を図るために実施するもの（例：児童発達支援センター等の質の向上と人材養成、地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーションの実施、地域のインクルージョンの推進のための事業等）
2 巡回支援専門員整備：保育所等に巡回支援を実施するもの（例：巡回等の活動計画の作成、巡回等支援、戸別訪問等、関係機関との連携等）
（参考）こども家庭庁「地域障害児支援体制強化事業の実施について」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/40ecef9f-f018-4913-9ee7-ffa98da27c89/0565f8db/20250716_policies_jidougyakutai_sogoshienjigyo_60.pdf

■障害児等療育支援事業
（国（地域生活支援事業）、実施主体：都道府県、指定都市（政令指定都市）、中核市）
在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）、身体障害児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらを支援する都道府県域の療育機能との重層的な連携を図ることを目的とした事業。具体的には、訪問による療育指導や、外来による専門的な療育相談・指導、障害児の通う保育所や放課後等児童クラブ等の職員に対する技術的な指導、療育機関への支援を行うことができる。なお、実施主体により事業名や事業内容は異なることがあります。

■その他、自治体の委託事業
上記の事業以外に、自治体が独自に予算を確保し、地域の保育所や放課後児童クラブ等（障害児通所支援事業所を除く）に対してアウトリーチ支援を行う事業があれば、当該事業についてお尋ねするものです。


（１）アウトリーチによる支援を行う事業の実施状況及びその実績
	設問
	形式
	選択肢

	問86. 地域の保育所や放課後児童クラブ、障害児通所支援事業所等に対し、アウトリーチによる支援を行う事業の実施状況

※中核機能強化職員や保育所等訪問支援による訪問を除く
	MA
	1. 地域障害児支援体制強化事業（児童発達支援センター等の機能強化等）
2. 地域障害児支援体制強化事業（巡回支援専門員整備）
3. 障害児等療育支援事業
4. その他、自治体の委託事業
5. 上記の事業は実施していない【同時選択不可】　⇒問103へ

	問87. 令和6年度の訪問実績（延べ訪問件数）

※令和７年度から実施している場合は、無回答としてください。
	NA
	※問86の選択肢に応じて回答欄を表示
	項目
	件数

	地域障害児支援体制強化事業（児童発達支援センター等の機能強化等）
	（　　　　　）件

	地域障害児支援体制強化事業（巡回支援専門員整備）
	（　　　　　）件

	障害児等療育支援事業
	（　　　　　）件

	その他、自治体の委託事業
	（　　　　　）件


　



（２）地域障害児支援体制強化事業における児童発達支援センター等の機能強化等に係る取組状況
（問86で「1．」を選択した場合）
	設問
	形式
	選択肢

	問88. 事業を活用して配置する職員
	MA
	1. 児童発達支援センターや地域における障害児支援の質の向上・人材育成に資する取組を行うにあたって、一定程度の知識と技量を有する職員（概ね５年以上の障害児支援に関する業務の経験を有する者）
2. 他の従事職員の指導を行う立場の専門職員
3. 幼児・児童期の発達段階、障害特性、合理的な配慮の提供等に関する知識を有する専門員（インクルージョン推進員）
4. こどもの発達支援に関する知識と技量を有する専門員
5. その他（　　　　　　　　　　　）

	問89. 配置している職員の職種
	MA
	1. 児童指導員
2. 保育士
3. 理学療法士
4. 作業療法士
5. 言語聴覚士
6. 心理担当職員
7. その他（　　　　　　　　　　　　　）

	問90. 事業を活用した取組の内容

※訪問による支援以外でも、地域障害児支援体制強化事業（児童発達支援センター等の機能強化等）を活用して行う取組はすべて選択

	MA
	1. 施設等への研修・勉強会の開催
2. 施設等への訪問による助言・指導
3. 施設等向けのマニュアルや手引きの作成
4. 関係機関のネットワーク構築に資する取組
5. ハイリスクなこどもとその家族へのサポート
6. 地域の習い事等の事業者への後方支援（相談窓口の開設、研修会の開催、訪問による環境調整等）
7. 地域住民等に対する啓発
8. 早期の発達相談・発達支援に資する取組
9. その他（　　　　　　　　　　　　　）

	問91. 本事業を活用して、訪問により、相談対応や助言・指導を行う対象としている施設等
	MA
	1. 保育所
2. 幼稚園
3. 認定こども園
4. 放課後児童クラブ
5. 小学校
6. 中学校
7. 高等学校
8. 特別支援学校
9. 乳児院
10. 児童養護施設
11. 障害児通所支援事業所
12. 地域の塾等の習い事・教室
13. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
14. 特に定めはない【同時選択不可】

	問92. 訪問先施設等での支援の内容
	MA
	1. 障害のある児童のアセスメント
2. 障害のある児童の行動観察
3. 障害のある児童本人への支援（集団の中での対応）
4. 障害のある児童本人への支援（集団外での個別の対応）
5. 障害のある児童が過ごす集団（クラス等）への支援
6. 訪問先職員への支援（児童のかかわり方や理解促進に関する助言・相談対応）
7. 訪問先職員への支援（環境の設定・整備に関する助言・相談対応）
8. カンファレンスの実施
9. 職員への研修等、人材養成支援
10. 地域の他機関との関係構築支援
11. その他（　　　　　　　　　　　　　　）



（３）地域障害児支援体制強化事業における巡回支援専門員整備に係る取組状況
（問86で「2．」を選択した場合）
	設問
	形式
	選択肢

	問93. 訪問時の基本的な体制
	SA
	1. 1名を基本としている
2. 複数名を基本としている　⇒おおむね（　　　）名

	問94. 事業を活用して巡回対応にあたる職員の職種
	MA
	1. 児童指導員
2. 保育士
3. 理学療法士
4. 作業療法士
5. 言語聴覚士
6. 心理担当職員
7. その他（　　　　　　　　　　　　　）

	問95. 訪問対象施設等
	MA
	1. 保育所
2. 幼稚園
3. 認定こども園
4. 放課後児童クラブ
5. 小学校
6. 中学校
7. 高等学校
8. 特別支援学校
9. 乳児院
10. 児童養護施設
11. 障害児通所支援事業所
12. 地域の塾等の習い事・教室
13. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
14. 特に定めはない【同時選択不可】

	問96. 相談の対象とする障害の種類
	MA
	1. 知的障害
2. 発達障害
3. 肢体不自由
4. 聴覚障害
5. 視覚障害
6. 重症心身障害
7. 医療的ケアが必要
8. その他（　　　　　　　　　　　　）
9. 特に定めはない【同時選択不可】




（４）障害児等療育支援事業に係る取組状況
（問86で「3．」を選択した場合）
	設問
	形式
	選択肢

	問97. 事業を活用した取組内容
	MA
	1. 障害児（者）やその家族の家庭を訪問し、療育や相談支援を行う 
2. 障害児（者）が通う施設で、本人や家族に対して療育や相談支援を行う
3. 障害児の通う保育所や放課後児童クラブ等の職員に対して相談支援や指導を行う
4. その他（　　　　　　　　　　　　）

	【問97で「3.障害児の通う保育所や放課後児童クラブ等の職員に対して相談支援や指導を行う」を選んだ場合】
問98. 訪問時の基本的な体制
	SA
	1. 1名を基本としている
2. 複数名を基本としている　⇒おおむね（　　　）名

	【問97で「3.障害児の通う保育所や放課後児童クラブ等の職員に対して相談支援や指導を行う」を選んだ場合】
問99. 事業を活用して対応にあたる職員の職種
	MA
	1. 児童指導員
2. 保育士
3. 理学療法士
4. 作業療法士
5. 言語聴覚士
6. 心理担当職員
7. その他（　　　　　　　　　　　　　）

	【問97で「3.障害児の通う保育所や放課後児童クラブ等の職員に対して相談支援や指導を行う」を選んだ場合】
問100. 訪問対象施設等
	MA
	1. 保育所
2. 幼稚園
3. 認定こども園
4. 放課後児童クラブ
5. 小学校
6. 中学校
7. 高等学校
8. 特別支援学校
9. 乳児院
10. 児童養護施設
11. 障害児通所支援事業所
12. 地域の塾等の習い事・教室
13. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
14. 特に定めはない【同時選択不可】

	【問97で「3.障害児の通う保育所や放課後児童クラブ等の職員に対して相談支援や指導を行う」を選んだ場合】
問101. 相談の対象とする障害の種類
	MA
	1. 知的障害
2. 発達障害
3. 肢体不自由
4. 聴覚障害
5. 視覚障害
6. 重症心身障害
7. 医療的ケアが必要
8. その他（　　　　　　　　　　　　）
9. 特に定めはない【同時選択不可】

	【問97で「3.障害児の通う保育所や放課後児童クラブ等の職員に対して相談支援や指導を行う」を選んだ場合】
問102. 訪問先施設等での支援の内容
	MA
	1. 障害のある児童のアセスメント
2. 障害のある児童の行動観察
3. 障害のある児童本人への支援（集団の中での対応）
4. 障害のある児童本人への支援（集団外での個別の対応）
5. 障害のある児童が過ごす集団（クラス等）への支援
6. 訪問先職員への支援（児童のかかわり方や理解促進に関する助言・相談対応）
7. 訪問先職員への支援（環境の設定・整備に関する助言・相談対応）
8. カンファレンスの実施
9. 職員への研修等、人材養成支援
10. 地域の他機関との関係構築支援
11. その他（　　　　　　　　　　　　　　）





７．施設等へのアウトリーチ支援の成果や工夫、現在の課題等
※以降の設問は、障害児通所支援事業所を除く、施設等（地域の保育所や幼稚園、学校、放課後児童クラブ（学童）等）へのアウトリーチ支援について回答ください
	設問
	形式
	選択肢

	問103. 保育所等訪問支援事業を除く、施設等へのアウトリーチ支援によって得られた変化
	MA
	1. 障害のある児童の心身状態が安定した
2. 障害のある児童に変化が見られた（1．を除く）（例：参加できる活動が増えた、他の児童と一緒に活動できるようになった等）
3. 障害のある児童以外の児童に変化が見られた（例：支援対象の児童への理解が深まった、一緒に過ごす場面が増えた等）
4. 訪問先職員に変化が見られた（例：自主的なスキル向上等の機運が高まった、前向きに支援にあたれるようになった等）
5. 訪問先職員の対応力が向上した
6. 移行支援後の支援の継続性が保たれた（例：就学・進学時の支援、事業所の移行等）
7. 障害のある児童の受入れ施設が増えた
8. 障害のある児童の保護者の安心につながった
9. 障害のある児童の保護者の施設に対する信頼が生まれた・高まった
10. その他（　　　　　　　　　　　　）
11. 特にない【同時選択不可】
12. わからない【同時選択不可】

	問104. 保育所等訪問支援事業を除く、施設等へのアウトリーチ支援を行う上で、留意していること・工夫

※支援に入る際にどのケースにおいても留意していることや工夫していること、具体的な事例においての工夫点（ケースの障害の内容や支援内容を含む）等、回答しやすい形でご回答ください
	FA
	

	問105. 複数のアウトリーチ支援を実施する際の事業の使い分けや、それぞれの支援における考え方・意識していること

※特になければ空欄で結構です
	FA
	

	問106. 保育所等訪問支援を除く、類似する施設等へのアウトリーチ支援を行う上での課題
	MA
	1. 事業の目的外の相談対応を求められる
2. 限られた情報の中で助言を行うことが難しい
3. 限られた時間・回数の中で助言を行うことが難しい
4. 訪問支援を行える人材の確保・養成が難しい
5. 提案した支援に対する保護者の理解を得ることが難しい
6. 提案した支援に対する訪問先施設職員の理解を得ることが難しい
7. 訪問する時間の確保が難しい
8. 訪問先施設との訪問にかかる調整に時間がかかる
9. 訪問支援が可能な事業の使い分けが難しい
10. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	問107. 国や自治体に求める支援

※特になければ空欄で結構です
	FA
	国に求める支援：

自治体に求める支援：





８．ヒアリング調査への協力の可否等
本アンケート調査結果を踏まえ、ヒアリング調査の実施を予定しております。
ヒアリング調査にご協力いただける方は、以下の＜個人情報の取扱いについて＞にご同意の上、ご連絡先等をご記入ください。ヒアリング調査へのご協力が難しい場合は回答不要です。

	＜個人情報の取扱いについて＞	
· 以降でお預かりする個人情報は、ヒアリング調査のご連絡のために利用させていただきます。
· お預かりした個人情報は、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者には提供いたしません。
· お預かりする個人情報は、当社の「個人情報保護方針」〈http://www.murc.jp/corporate/privacy〉および「個人情報の取り扱いについて」〈https://www.murc.jp/corporate/privacy02/〉に従って適切に取り扱います。
· お預かりしている個人情報の開示、削除等のお申し出、その他のお問い合わせにつきましては、
次の連絡先までご連絡ください。
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　社会政策部　白土、信國、西尾、大島、古賀
（inclusion2025@murc.jp）
· 以下の内容にご回答いただけない場合、ヒアリング調査に関するお問い合わせに対し、弊社からお答えできない場合があります。



	設問
	形式
	選択肢

	F1. ご連絡先

※備考欄は、弊社よりご連絡する際の留意点等がある場合にご活用ください。特にない場合は空欄で結構です。
	FA
	貴事業所名：
担当者名：
担当者名（ふりがな）：
連絡先（メールアドレス）：
連絡先（電話番号）：
備考欄：



※都道府県・市町村名（政令指定都市（政令市）の場合は任意の区をご回答ください）を回答後、回答確認画面が表示されます。
[bookmark: _Hlk213770089]※回答確認画面の一番下に表示される「送信」ボタンをクリックするまでは回答は保存・送信されません

	設問
	形式
	選択肢

	F1. 都道府県名　【必須回答】
	SA
	※Web上では都道府県名が表示されます

	F2. 市区町村名 【必須回答】
	SA
	※Web上では市区町村名が表示されます
※指定都市の場合は任意の区を回答してください



以上
2

